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１．有識者からなる懇談会の開催の趣旨

・ 平成14年12月の行政改革に係る閣議決定（「道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について」）等において、成田国際

空港、関西国際空港、中部国際空港の国際拠点空港については、完全民営化の方向が示された。

・ 今後、完全民営化に向けての検討を行うにあたっては、我が国の国際拠点空港のあり方や、これを踏まえた、純民間会社による国際拠点

空港の適正な運営の確保のための方策のあり方について検討する必要がある。

・ このような状況を踏まえ、昨年10月から、有識者からなる懇談会（『今後の国際拠点空港のあり方に関する懇談会』）を開催し、７回にわたる

議論を経て、３月27日の懇談会で報告がとりまとめられた。

２．主要な検討項目

○今後の国際拠点空港のあり方
例）今後の国際拠点空港（成田、関空、中部）に求められる機能（空港容量・サービス水準）等

○今後の国際拠点空港の適正な運営の確保のための方策のあり方
例）資本、事業運営、環境対策・空港周辺地域との共生策等

３．懇談会の検討経緯

平成18年10月24日 第１回開催 以降、関係者からのヒアリングを含め、月１回のペースで計７回開催。

平成19年３月27日 第７回開催 国際拠点空港のあり方に関する報告とりまとめ

今後の国際拠点空港のあり方の検討について

４．懇談会委員

樫谷 隆夫 公認会計士）
佐藤 友美子 サントリー（株）次世代研究所部長）
松田 英三 読売新聞東京本社論説副委員長）
廻 洋子 淑徳大学教授）

○屋井 鉄雄 東京工業大学教授
柳川 範之 東京大学学院経済学研究科助教授

◎山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授
山本 雄二郎 成田空港地域共生委員会代表委員

（五十音順、敬称略、◎は座長、○は座長代理）１



国際拠点空港に係る特殊法人等改革の経緯①

特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月19日閣議決定）

Ⅲ 各特殊法人等の改革のために講ずべき措置その他の必要な事項

１ 民営化

(1)基本的考え方

事業の採算性が高く、かつ、国の関与の必要性が乏しい法人、企業的経営による方が事業をより効率的に継続実施できる法人又は民間でも同種の事
業の実施が可能な法人は、原則として民営化する。

(4)完全民営化

会社の業務が独占の弊害を生むことのないよう留意する。

今後の空港及び航空保安施設の整備に関する方策について（平成14年12月6日航空分科会答申）

Ⅲ 今後の空港整備の基本方針

３ 国際空港

(3)国際拠点空港の民営化

成田、関空、中部の３つの国際拠点空港については、我が国のゲートウェイとしてその整備を着実に進めていくことが必要である一方、国際競争力
の向上、特殊法人等改革等の観点を踏まえると、経営のより一層の合理化・効率化、利用者利便の向上を図るため、民営化を進めることが必要である。

（中略）

新東京国際空港公団については、暫定平行滑走路が供用開始され、また、開港後24 年を経過し、経営も成熟しつつあること等から、完全民営化に向
けて、平成16 年度に一体として特殊会社化し、本来の平行滑走路（2，500ｍ）等の早期整備を着実に推進し、できる限り早期に株式上場を目指すこと
が必要である。その際、成田空港では、多くの農民が貴重な土地を提供するとともに、様々な犠牲を伴いながら建設が進められてきたという過去の経
緯を踏まえ、また、内陸空港であることに起因する騒音問題等の環境問題の大きさにも配慮し、地域と空港の共生を実現するために行われてきた様々
な努力が引き続き確実に実施されるよう、環境対策・共生策の適切かつ確実な実施を確保することが必要である。

関西国際空港株式会社については、民間も出資する株式会社（特殊会社）として設立されていること等を踏まえると、現在の経営形態を維持しつつ、
将来の完全民営化を目指すことが適切である。その際、海上空港であり巨額の用地造成費等を要したために過大な有利子債務を有していることから、
将来の完全民営化に向けて、経営改善につながる条件整備を行うことが必要である。

中部国際空港株式会社については、民間からの出資が半数を占める株式会社（指定法人）であること、また、供用開始前であること等から、現在の
経営形態を維持しつつ、2005 年の供用開始に向けて空港整備を推進し、供用開始後、経営状況を見つつ、完全民営化に向けて検討することが適切であ
る。２



国際拠点空港に係る特殊法人等改革の経緯②

道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関の改革について（平成14年12月17日閣議決定）

道路関係四公団、国際拠点空港及び政策金融機関のあり方については、特殊法人等整理合理化計画（平成１３年１２月
１９日 閣議決定）に従い、それぞれ道路 関係四公団民営化推進委員会、国土交通省、経済財政諮問会議において検討さ
れ、今般その結果がとりまとめられたところであるが、今後の対応については下記 の方針によることとする。

２ 国際拠点空港

政府は、それぞれの空港が創意工夫を活かせるような自立的な経営環境を整えるとともに、経営の一層の効率化、
経営の透明性の向上、利用者サービスの向上等を推進することとし、その経営形態については、それぞれ以下のと
おり単独で民営化を進める。

(1) 新東京国際空港公団については、完全民営化に向けて、平成１６年度に全額国出資の特殊会社にすることとし、そ
のための法律案を次期通常国会に提出する。

(2) 関西国際空港株式会社については、現在の特殊会社としての経営形態を維持しつつ、将来の完全民営化に向けて、
安定的な経営基盤を確立するため、経営改善を進め、有利子債務の確実な償還を期すとともに、当面の資金調達の
円滑化を図ることとする。

３



Ⅰ 懇談会報告の概要

４



国際拠点空港の果たすべき機能等と今後の国際拠点空港政策の方向

国際拠点空港の事業特性

•安全や安心の確保、サービス水準の向上、事業の継続性や安定性が必要

•その整備に巨額の資金と長い回収期間を要し、現実的に他の施設による代替が
不可能であるため、独占的な状態になりやすい

•インフラ整備の進捗、航空需要見込み等から、民間に経営を委ねる基盤が形成
されつつある

•騒音等の外部不経済、地域経済の活性化等から、地域との共生が重要

国際拠点空港の果たすべき機能

•我が国の経済社会活動の活性化、国際競争力の強化に資する社会インフラ

•増大し続ける国際航空需要に対応して適切に空港容量の拡大が図られた国際航空
ネットワークの結節点

•コスト削減、非航空系収入の拡大等による空港使用料の低減等

•公平かつ公正で、安全かつ良質なサービスの提供を通じた利用者利便の向上

•騒音が地域に与える影響、地域経済に果たす役割を踏まえた地域との共生

•我が国の空の玄関口として、我が国の魅力や文化の世界への発信

国際拠点空港政策の現状と環境の変化を踏まえた今後の方向性

現 状 今後の方向性

【 国 】

•国際拠点空港政策を明確に提示

•国際拠点空港の完全民営化を推進

•国際拠点空港の運営に関する基本的ルールを作成

【 国際拠点空港 】

•民間の創意工夫を生かした効率的な空港経営

•利用者に便利で快適な空港サービスを提供

•社会経済情勢や利用者ニーズを機動的に空港運営
に反映

株主、空港利用者、地域

監視説明、情報開示

国の政策を明示

政策と経営の整合性確保

独占等の弊害防止、 公平
取扱い確保等の 観点から、
所要の措置

環境の変化

•関西国際空港の二本目滑走路の供用、成田
国際空港の平行滑走路の北伸整備

•アジア各国における複数滑走路を有する
大規模空港の整備の進展

•アジア各国と比べ割高な着陸料等の引下げ
要望に見られる国際競争力強化の必要性

•人やモノの国際的な交流拠点としての商業
や観光など、利用者ニーズの多様化、高度化

•行政改革の流れの中で、国際拠点空港の完
全民営化に係る閣議決定

•ヨーロッパを中心とした国際空港の株式上
場、民営化の進展

•フェロビアルによるＢＡＡの買収、インフ
ラ投資ファンドの動向、Ｍ＆Ａの進展等

•今後想定される様々な環境変化への柔軟な
対応の必要性

【 国 】

•需要予測に基づき空港整備に係る長期計画を
作成し、それに基づき空港整備を推進

•各国際拠点空港の基本計画では、今後発揮す
べき機能等の政策的方向性は示されず

【 国際拠点空港 】

•国が設置管理を行うことの例外として、公的
な独立の主体を設けること、民間会社を指定す
ることにより、これらが設置管理

•航空機の安全円滑な離着陸の確保、利用者の
利便に資するターミナル運用に重点

•非航空系事業への取組み

指定国に準ずる法人

完全民営化

５



国際拠点空港政策を踏まえた
空港機能の拡充

環境対策・地域共生策等の
適切な実施を確保

完全民営化に向けた
一定の整理

国際拠点空港の完全民営化を円滑に進めるに当たっての課題とその解決の方向

政策と経営方針との
不整合からくる課題

空港会社に対し、国が株主として
影響力を行使することができなくな
るため、空港運営に関する制度が十
分でない場合には、国の国際拠点空
港政策と空港会社の経営方針とが整
合しない事態が生ずるおそれがある。
例えば、滑走路の整備や発着回数

の増加等が国の政策として求められ
る場合に、これを確実に実施するこ
とが困難になりかねない。

市場圧力による
株価維持・配当維持の

優先からくる課題

経営者に対して株価の維持、配当
の維持等の圧力が生じるため、環境
対策等の公共的な観点からの投資や
利用者利便の向上策が求められる場
合であっても、資本コストに見合わ
ないものは実施されない事態が生ず
るおそれがある。

高い参入障壁による
地域独占・代替不可能性

からくる課題

国際拠点空港は、巨額の投資及び
長い回収期間を要する等の高い参入
障壁を有するため独占的になりやす
く、また、現実的に他の施設による
代替が不可能であることから、料金
が高騰・高止まりし、サービス水準
が低下する事態が生ずるおそれがあ
る。

敵対的買収の
リスクからくる課題

どのような者であっても資金さえ
あれば株式を取得し、経営に参画す
ることできることから、空港の公共
性を理解しない者、長期的な企業価
値向上に関心がない者等による買収
が行われ、これらの者に空港経営が
支配される事態が生ずるおそれがあ
る。

完全民営化を円滑に進めるために提起されている課題

これらの課題を解決するために、適切な措置を講ずる必要。

その他の
課題

同一の地域にある複
数空港間の役割分担、
財務状況の改善、国際
拠点空港として必要な
施設整備のあり方等に
ついて、一定の整理を
しなければ、市場等か
ら適正な評価を得られ
ない事態が生ずるおそ
れがある。

国
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用
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向
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その他、適正な事業運営の確保

適正な料金水準の確保 適正な資本構成の確保

完全民営化

（政府保有株売却、設立根拠法廃止）

• 非航空系事業の機動的な展開

• 各種サービスの向上等

経営自由度の向上等による

創意工夫の発揮

• 資本コストを意識した経営による収益拡大

• 資金調達の円滑化・多様化

• 投資家等による会社経営のモニタリング

民間経営手法による

空港経営の効率化

• 政府保有株の売却

• 行政改革に係る閣議決定の着実な履行

国有財産の圧縮による

行政改革の推進

完全民営化

（政府保有株売却、設立根拠法廃止）

• 非航空系事業の機動的な展開

• 各種サービスの向上等

経営自由度の向上等による

創意工夫の発揮

• 非航空系事業の機動的な展開

• 各種サービスの向上等

経営自由度の向上等による

創意工夫の発揮

• 資本コストを意識した経営による収益拡大

• 資金調達の円滑化・多様化

• 投資家等による会社経営のモニタリング

民間経営手法による

空港経営の効率化

• 資本コストを意識した経営による収益拡大

• 資金調達の円滑化・多様化

• 投資家等による会社経営のモニタリング

民間経営手法による

空港経営の効率化

• 政府保有株の売却

• 行政改革に係る閣議決定の着実な履行

国有財産の圧縮による

行政改革の推進

• 政府保有株の売却

• 行政改革に係る閣議決定の着実な履行

国有財産の圧縮による

行政改革の推進

６



完全民営化を円滑に進めるに当たっての課題の具体的な解決策の方向

国際拠点空港政策を踏まえた
空港機能の拡充に向けて

適正な料金水準の確保に向けて 適正な資本構成の確保に向けて 環境対策・地域共生策等の
適切な実施に向けて

適合性を確保する
仕組み

【国】

国際拠点空港に関する基本的
な指針を作成

【空港会社】

•国の示した基本的な指針を踏
まえた事業に関する基本的な
計画を作成
•利用者、地域等への明示

＜解決策の例＞

＜解決策の例＞

○航空系事業に関する料金
•適正な料金水準の確保のための一定
のルール

○非航空系事業に関する料金
•空港会社の創意工夫に委ねる
•料金引下げ、旅客ターミナル 施設の
拡充等につながる仕組みについては、
その必要性を含め検討

○料金設定の基礎情報等を明示する等
の透明化措置

•国際拠点空港政策として明確な将来像を
提示、空港会社の将来計画を明らかにし、
政策との整合性を図り、利用者、周辺地域
等にも明示

•空港会社の自主的な経営としての投資判断
を尊重しつつ、料金において投資を回収す
る等の方策により、公共的な見地から必要
な投資を確保

•空港会社の自主性、創意工夫等により機動
的な料金設定を確保

•株主等からの利益向上圧力や独占による弊
害を防止するため、弊害が懸念される料金
について必要最小限のルール

•非航空系事業の料金は空港会社の創意工夫
に委ねる。増収を利用者に還元する方策は
今後検討

•料金についての利用者の納得を得ること等
のため、料金に関する透明性を確保

•空港の公共性を理解しない者、長期的な企
業価値の向上に関心がない者等による敵対
的買収を防御

•我が国の航空主権の確保等の国家的見地か
らの懸念を解消

•空港経営の中立性を確保

＜解決策の例＞

○以下につき一定のルールを定める
こと等の検討
･外資による保有
･一株主による大量保有
･拒否権付株式の発行

○株式の流動性の低下、経営者に対
する市場圧力の低下等に留意。

•公共的な見地から必要となる環境対策・地
域共生策等について、空港会社の役割を踏
まえて、その実施を確保

•成田空港における航空機騒音防止法等以上
の措置について整理し、適切な対策を実施

•環境対策・地域共生策等の内容について、
地元への情報提供や意見交換が重要

•地域の観光の活性化等の役割を地域との連
携の下に果たすことへの期待

•海上に設置されている関西空港、中部空港
については、成田空港との違いに留意

＜解決策の例＞

環境対策・地域共生策等が適切に
実施される方策として、例えば

•環境対策・地域共生策等の実施を
義務付け
•環境対策・地域共生策等の実施が
空港会社の事業経営の指針に位置
づけられることを確保

等を検討

その他、
適正な事業運営の

確保に向けて

•株主利益等のみが重視される弊害（安全、安
心の軽視、サービスの低下等）を防止

•経営の透明性、公開性を確保

•事業の継続性、安定性を確保

運輸事業やインフラ事業における措置を参考に、適正な事業運営確保のための措置

会社法等で求められる以上の空港運営情報の開示のあり方を検討

＜成田空港の課題について一定の整理＞

羽田空港との役割分担

内陸空港として、環境対策の適切な実施

公団から特殊会社になる際の地元との合意事項等の取扱い

平行滑走路2500ｍ化以後の空港整備方針

＜関西空港の課題について一定の整理＞

国際拠点空港として必要な施設のあり方（二期施設整備）

施設整備のタイミングと資金調達方法

多額の債務残高がある財務状況の改善

関西、伊丹、神戸の三空港の役割分担

＜中部空港の課題について一定の整理＞

国際拠点空港として必要な施設のあり方

県営名古屋空港との関係

社会経済情勢の変動等に
応じ機動的に改定

７



Ⅱ 懇談会資料（抜粋）
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１ 国際拠点空港の現状等
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航空旅客数航空旅客数 52,969,27852,969,278人人
（前年度比2.1％増）

航空貨物量航空貨物量 3,372,4033,372,403トントン
（前年度比0.3％増）

航空機発着回数航空機発着回数 336,070336,070回回
（前年度比5.6％増）

国際拠点空港のシェア（旅客数、貨物量、発着回数）

成田空港成田空港
30,182,47130,182,471人人

57.0%57.0%
(58.5%)(58.5%)

成田空港成田空港
2,236,346t2,236,346t

66.3%66.3%
(68.3%)(68.3%)

成田空港成田空港
175,292175,292回回

52.2%52.2%
(54.8%)(54.8%)

関西空港関西空港
11,139,33611,139,336人人

21.0%21.0%
(21.6%)(21.6%)

関西空港関西空港
72,24872,248回回
21.5%21.5%
(22.7%)(22.7%)

関西空港関西空港
800,555t800,555t

23.7%23.7%
(24.4%)(24.4%)

中部空港中部空港
5,056,9125,056,912人人
9.5%(8.3%)9.5%(8.3%)

中部空港中部空港
233,058t233,058t

6.9%(4.3%)6.9%(4.3%)

中部空港中部空港
36,39436,394回回

10.8%(7.7%)10.8%(7.7%)

福岡福岡 60,155t60,155t

1.8%(1.8%)1.8%(1.8%)

福岡福岡
16,19616,196回回

4.8%(4.9%)4.8%(4.9%)

福岡福岡
2,173,6922,173,692人人
4.1%(4.3%)4.1%(4.3%)

羽田羽田 1,301,1761,301,176人人

2.5%(1.6%)2.5%(1.6%)

新千歳新千歳 627,124627,124人人

1.2%(1.1%)1.2%(1.1%)

その他その他 2,488,5672,488,567人人

4.7%(4.4%)4.7%(4.4%)

その他その他 42,289t42,289t

(1.3%(1.2%)(1.3%(1.2%)
羽田羽田

6,0266,026回回

1.8%(1.3%)1.8%(1.3%)

その他その他 24,61024,610回回

(7.3%(7.0%)(7.3%(7.0%)

新千歳新千歳 5,3045,304回回

1.6%(1.6%)1.6%(1.6%)

※※０５年度実績に基づく。（０５年度実績に基づく。（ ）内は０４年度のシェア。）内は０４年度のシェア。
また、中部空港の０４年度シェアは、中部空港及び名古屋空港における０４年度シェアの合計。また、中部空港の０４年度シェアは、中部空港及び名古屋空港における０４年度シェアの合計。
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成田国際空港株式会社の概要

○エアポートメンテナンスサービス（株）

○（株）成田エアポートテクノ

○ネイテック防災（株）

○（株）ＮＡＡエレテック

○（株）ＮＡＡファシリティーズ

○空港情報通信（株）

○（株）ＮＡＡコミュニケーションズ

○成田空港給油施設（株）

○*日本空港給油（株）

○ＮＡＡファイアー＆セキュリティー（株）

○ＮＡＡ成田空港セコム（株）

○（株）成田空港ビジネス

○（株）ＮＡＡリテイリング

○ＮＡＡ＆ＡＮＡデューティーフリー（株）

○（株）ＮＡＡ＆ＪＡＬ－ＤＦＳ

○（株）グリーンポートエージェンシー

○成田空港サービス（株）

○成田空港ロジスティックス（株）

○（株）メディアポート成田

○臨空開発整備（株）

○芝山鉄道(株)

○成田高速鉄道アクセス（株）

* ・・・持分法適用関連会社

ＮＡＡグループ会社（平成19年4月1日現在）

施設保守業

警備・消防･

手荷物ｶｰﾄｻｰﾋﾞｽ

業等

情報処理業

給油・給油施設

管理業

小売・飲食・

取次店業

免税売店業

鉄道事業

不動産業

広告代理業

【設立日】 平成１６年４月１日

（新東京国際空港公団 設立日：昭和４１年７月３０日）

【役 員】 取締役会長 松橋 功

代表取締役社長 黒野 匡彦

代表取締役副社長１名、常務取締役６名、

監査役４名、常務執行役員３名、執行役員５名

【社員数】 769名（平成19年4月1日現在）

【組織図】

成田国際空港株式会社（ＮＡＡ）
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ト
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室

関
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事
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部
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営
計
画
部

監査役室

監査役会

社長

会長

総合企画本部

安
全
推
進
部

保
安
警
備
部

運
用
管
理
部

滑
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路
保
全
部
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全
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空港運用本部
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事
業
部

給
油
事
業
部

空港施設事業本部

取締役会

株主総会

監査役

上場準備室

空港づくり企画室

プロジェクト組織

地
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工
事
部

工
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部

用
地
部
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部
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部
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部
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着陸料 ：平均単価１，８９１円／㌧

停留料 ：６時間未満２００円／㌧

６時間以降２４時間毎２００円／㌧

給油施設使用料 ： ３．４９円／㍑

旅客施設使用料 ： ２，０４０円／人

成田国際空港株式会社の経営状況

○平成１７年度(連結)の営業収益１,７１２億円、営業利益４２０億円、経常利益３２０億円、当期純利益１４７億円。
○営業収入のうち、航空系収入（着陸料等）が６８％、非航空系収入（土地建物貸付料等）が３２％。
○Ｓ＆Ｐによる社債の格付けはＡＡ－ 、Ｒ＆Ｉによる社債の格付けはＡＡ。

事業と収益の構造（単体）

※航空機の騒音レベルに応じて料金を６段階に分類

料金体系（H17.10.1～）

○総資産 ９，９２６億円

○借入金残高 ６，７６４億円
無利子借入金 １，２７４億円 （借入先：国）

有利子借入金 ５，４８９億円
社 債 ４，５３５億円
長期借入金 ９５４億円

（借入先：国２５４億円、民間７００億円）

○営業収益の内訳
航空系収入 １，１６３億円
非航空系収入 ５４９億円
計 １，７１２億円

財務指標（平成１７年度連結決算）

【資本構成】（単体）

●資本金 １，０００億円

●発行株式数 ２００万株

●株主構成 政府１００％

非航空

系

32%

航空系

68%

航空会社

航空旅客

ターミナルビル
テナント

５７４億円

２０７億円

５４９億円

２６４億円

空港使用料収入

施設使用料収入

土地建物等貸付料収入

給油施設使用料収入

NAA
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成田国際空港のこれまでの経緯

○昭和４１年７月、新東京国際空港の設置及び管理を行う新東京国際空港公団として設立。
○昭和５３年５月、新東京国際空港が開港。
○平成１４年１２月、行政改革に係る閣議決定において、「完全民営化に向けて（中略）特殊会社にする」と整理。
○平成１６年４月、公団を政府全額出資の特殊会社化し、成田国際空港株式会社が設立。

昭和４１ 年 「新東京国際空港の位置及び規模について」閣議決定／新東京国際空港公団設立
昭和４６年 第一次、第二次代執行（東峰十字路事件にて警官３人死亡）
昭和５３年 極左暴力集団による管制塔襲撃（３月）／ 「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」公布
昭和５３年 「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」公布
昭和５３年 新東京国際空港開港（５月）
昭和６２年 「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」に基づき木の根団結砦を除去
昭和６３年 極左により千葉県収用委員会会長襲撃され重傷 収用委員全員辞任
平成 ３年 成田空港問題シンポジウム（～平成５年まで計１５回開催）
平成 ４年 第２旅客ターミナルビル供用
平成 ５年 成田空港問題円卓会議（～平成６年まで計１２回開催）
平成 ８年 運輸省「今後の成田空港と地域との共生、空港整備、地域整備に関する基本的考え方」を発表
平成１ ０年 運輸省・空港公団「地域と共生する空港づくり大綱」発表
平成11年 平行滑走路の２０００年度完成目標断念を公表

暫定平行滑走路の整備を含む「成田空港の平行滑走路の建設について」を公表／暫定平行滑走路
の工事に着手

平成１ ４年 暫定平行滑走路供用開始
平成１ ５年 「成田国際空港株式会社法」公布
平成１ ６年 新東京国際空港公団解散、成田国際空港株式会社発足
平成１ ７年 大臣から北伸案による平行滑走路２５００ｍ化の指示
平成１７年 着陸料等の空港使用料金の引き下げを実施
平成１ ８年 第１旅客ターミナルビル全改修工事終了、第1旅客ターミナルビル免税ブランドモール「narita nakamise」オープン

北伸による平行滑走路２５００ｍ化の工事に着手
平成1 9年 第2旅客ターミナルビル免税ブランドモール「ナリタ５番街」オープン

成田空港問題等の経緯
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【設立日】 昭和５９年１０月１日

【役員】 代表取締役会長 宮本 一
代表取締役社長 村山 敦
代表取締役副社長１名、常務取締役４名、取締役１名、
常勤監査役１名、監査役３名、執行役員２名

【社員数】 ３９９名（平成19年4月1日現在）

関西国際空港株式会社の概要

関西国際空港株式会社（ＫＩＡＣ）

○関西国際空港熱供給株式会社
（熱供給事業）

○関西国際空港情報通信ネットワーク株式会社
（電気通信事業）

○関西国際空港用地造成株式会社
（空港用地の造成）

○関西国際空港給油株式会社
（航空機給油施設の運営）

○関西国際空港施設エンジニア株式会社
（空港施設の維持管理業務）

○関西国際空港セキュリティ株式会社
（警備・消防防災業務）

○株式会社関西エアポートエージェンシー
（損害保険代理業等）

ＫＩＡＣグループ会社
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関西国際空港株式会社の経営状況

○２００５年度（連結）の営業収益１０４６億円、営業利益２２７億円、経常利益９２億円、当期純損失１７７億円。
○営業収入のうち、航空系収入（着陸料等）が４５％、非航空系収入（土地・建物貸付料、免税店収入等）が５５％。
○関西国際空港用地造成株式会社、関西国際空港熱供給株式会社など、関空グループは７社。
○ＭＤＹによる格付けはＡａａ、Ｒ＆Ｉによる格付けはＡＡ－、ＪＣＲによる格付けはＡＡ－。

事業と収益の構造（単体）

関空
会社

料金体系

着陸料 ： ２，０９０円／㌧（国際線）
１，９００円／㌧（国内線）

停留料 ： ２００円／㌧
（24時間毎、６時間未満無料）

給油施設使用料 ： ４．９円／㍑
旅客施設使用料 ： ２，６５０円／人（国際出発旅客）

○総資産 ２兆４０４億円

○借入金残高 １兆４，４０８億円
無利子借入金 ２，３７９億円

（借入先：国、地公体）
有利子借入金 １兆２，０２９億円

政府保証債 ５，８４２億円
その他社債 １，８８５億円
長期借入金 ４，３０２億円

○営業収益の内訳
航空系収入 ４６６億円
非航空系収入 ５７９億円
計 １，０４６億円

【資本構成】（単体）
●資本金 ７，８８６億円
●発行株式数 １，５７７万株
●株主構成

政府 ６６．３６％
地方公共団体 ２１．９０％
民間 １１．７４％

財務指標（平成１７年度連結決算）

非

航空系

55%

航空系

45%

航空旅客

ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ
ﾃﾅﾝﾄ

鉄道会社

航空会社 空港使用料収入

施設使用料収入（空港事業）

直営事業収入

施設使用料収入（鉄道事業）

２００億円

５８９億円

１７６億円

４９億円
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関西国際空港のこれまでの経緯

●昭和59年10月 関西国際空港の設置及び管理を行う関西国際空港株式会社として設立。
●平成６年９月 関西国際空港が開港。
●平成８年５月 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律を公布、施行（二期事業について「上下主体分離方

式」を決定）。
●平成16年12月 2007年二期限定供用に向けた施設整備について、国土交通・財務両大臣間で合意

関西国際空港の経緯

昭和44年12月 伊丹空港周辺住民が、航空機の離発着の禁止及び損害賠償を求め、大阪地裁へ訴訟提起
（第一次訴訟。以後第５次訴訟（昭和57年）まで訴訟が続く。）

昭和46年10月 運輸大臣、航空審議会に「関西国際空港の規模及び位置」を諮問
昭和49年８月 航空審議会、運輸大臣に「関西国際空港は、大阪国際空港の廃止を前提として、その位置及び規模

を定める」「泉州沖が最適」と答申
昭和59年６月 関西国際空港株式会社法を公布、施行
昭和59年１月 泉州沖案について、地元３県（大阪府、兵庫県、和歌山県）の同意
昭和59年10月 関西国際空港(株)設立
平成６年９月 開 港
平成７年12月 平成８年度予算政府原案において、関西国際空港二期事業着手決定
平成８年５月 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律を公布、施行（「上下主体分離方式」の位置付け）
平成11年７月 大阪府埋立認可、二期事業現地着工
平成13年８月 地元と国土交通省が二期事業スキームの見直し案を公表
平成13年12月 財務大臣・国土交通大臣が二期事業スキームの見直し案について合意
平成14年12月 財務大臣・国土交通大臣が関空会社における経営改善努力、利用促進策の実施、二期事業の取扱い

及び新たな補給金制度の創設と政府保証の拡充について合意
平成15年３月 関西国際空港（株）が経営改善計画を公表
平成16年12月 2007年二期限定供用に向けた施設整備について、国土交通・財務両大臣間で合意
平成18年４月 関西国際空港（株）が関空新中期計画を公表
平成19年８月 二期限定供用開始予定
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中部国際空港株式会社の概要

○中部国際空港エネルギー供給㈱

（電力温冷水等の供給）

○中部国際空港情報通信㈱

（情報通信設備の保守・管理、電気通信事業）

○中部国際空港旅客サービス㈱

（旅客案内、直営商業店舗運営等）

○中部国際空港施設サービス㈱

（空港施設全般の運転監視、設備の保守・管理）

○中部国際空港給油施設㈱

（航空機給油施設の運営・維持・管理）

セントレアグループ会社中部国際空港株式会社（セントレア）

【設立日】 平成１０年５月１日

【役員】 代表取締役社長 平野 幸久

代表取締役副社長１名

専務執行役員１名、常務執行役員２名、監査役３名

【社員数】 ２８３名（平成19年4月1日現在、役員含む）

【組織図】

営業本部

営
業
部

総
務
部

経
理
部

経
営
企
画
部

空
港
施
設
部

運
用
管
理
部

管理本部運用本部

内部監査室

グループ

社 長

監査役
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【資本構成】(単体)

●資本金 ８３６億円

●発行株式数 １６７万株

●株主構成 国土交通省 ４０％

地方公共団体 １０％

民間企業等 ５０％

○借入金残高 ４，６６７億円

無利子借入金 １，６７３億円

（借入先：国、地方公共団体）

有利子借入金 ２，９９５億円

政府保証債 ２，２２３億円

市中借入金 ７７０億円

中部国際空港株式会社の経営状況

事業と収益の構造(単体)

セントレア

航空旅客

航空会社

○着陸料 ： １，６６０円／㌧（国際線・国内線 同一料金）

○給油施設使用料 ： ３．５円／㍑

○停留料 ： ２００円／㌧（２４時間毎、６時間未満無料）

○旅客施設使用料 ： ２，５００円／人（国際出発旅客）
２００円／人（国内出発・到着旅客）

主要料金体系

２２６億円

来港者

○平成１７年度（連結）の営業収益５２６億円、営業利益９０億円、経常利益２３億円、当期純利益２１億円。

○営業収入のうち、航空系収入（着陸料など）が４３％、非航空系収入（商業系収入など）が５７％。

○中部国際空港エネルギー供給㈱、中部国際空港情報通信㈱など、セントレアグループは５社。

空港施設使用料収入

土地建物等貸付料収入

直営商業事業売上高

９５億円

１７３億円

財務指標（平成１７年度連結決算）

○総資産 ５，５５７億円

○営業収益の内訳

航空系収入 ２２６億円

非航空系収入 ２９９億円

計 ５２６億円
航空系

43%
非

航空系

57%

ﾃﾅﾝﾄ等
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中部国際空港のこれまでの経緯

昭和60年12月 岐阜、愛知、三重の３県と名古屋市及び地元経済界により、（財）中部空港調査会設立、調査開始

平成元年３月 岐阜、愛知、三重の３県と名古屋市の首長懇談会で候補地を伊勢湾東部海上（常滑沖）とすることで

合意

平成３年11月 第６次空港整備５箇年計画の航空審議会答申で、将来における航空需要を勘案し、関係者が連携して

調整を進める旨記述

平成８年12月 第７次空港整備５箇年計画で、定期航空路線の一元化を前提に、関係者が連携して、その事業の推進

を図る旨閣議決定

平成９年12月 閣僚懇談会において、愛知県が責任をもって一元化を行うとの文書の提出により、道筋がついた旨を

運輸大臣が報告

平成10年４月 「中部国際空港の計画案（最終まとめ）」公表（中部新国際空港推進調整会議）

５月 中部国際空港株式会社設立

中部国際空港等の設置及び管理に関する基本計画公示（運輸大臣）

７月 中部国際空港株式会社を中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定

平成12年４月 運輸大臣が中部国際空港株式会社に対し飛行場設置許可

８月 中部国際空港株式会社が現地護岸工事に着手

平成17年２月 中部国際空港 ２月17日開港

３～９月 愛知万博 ３月25日～９月25日まで

○昭和60年12月 岐阜、愛知、三重の３県と名古屋市及び地元経済界により、(財)中部空港調査会設立、調査開始

○平成10年５月 中部国際空港株式会社設立

○平成17年２月 中部国際空港 ２月１７日開港

中部国際空港の経緯
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２ 海外における空港の民営化等
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世界の主要国際空港及びその運営主体

（注１）上場欄の「○」は上場を示し、「×」は非上場を示す。また、「○→×」は当初上場していたが、後に非上場になったことを示す。

（注２）過半数欄の「公」は政府、地方自治体等の公的主体が発行済み株式総数の過半数を有することを示し、「民」は民間主体が発行済み株式総数の過半数を有することを示す。

（注３）チャンギ空港については、運営主体が政府そのものであり、公社や株式会社等の形態をとっていないため、主要株主欄は「－」と表記し、過半数欄は便宜上「公」と表記した。

04年順位
（旅客数）

都市名 空港名 運営主体名 上場 主要株主 過半数
旅客数

（千人）

1 ロンドン ヒースロー
British Airports Authority public

limited company
○→×
(87-06)

フェロビアル等(93.28%) 民 60,184

2 パリ シャルル・ド・ゴール パリ空港公団(ADP)
○

(06-)
フランス政府(68.3%) 公 45,893

3 フランクフルト フランクフルト Fraport
○

(01-)

ヘッセン州(31.8%)
フランクフルト市(20.3%)
ルフトハンザ航空(9.1%)
ドイツ連邦政府(6.6%)

公 43,383

4 アムステルダム アムステルダム Schiphol ×
オランダ政府(75.8%)

アムステルダム市(21.8%)
ロッテルダム市(2.4%)

公 42,298

5 香港 香港国際 Airport Authority Hong Kong × 香港行政当局（100%） 公 36,287

6 シンガポール チャンギ
The Civil Aviation Authority of

Singapore
× － 公 28,606

7 ロンドン ガトウィック
British Airports Authority public

limited company
○→×
(87-06)

フェロビアル等(93.28%) 民 27,460

8 成田 成田国際 成田国際空港株式会社 × 国(100%) 公 26,514

9 バンコク バンコク国際 Airorts of Thailand Public Co Ltd
○

(04-)
タイ政府(70%) 公 25,825

10 ソウル 仁川国際 仁川国際空港公社 × 韓国政府（100%） 公 23,621
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事前届出

＋変更命令
規制当局が決定認可制上限認可制

値上げ率の上限認可
制（総括原価方式）

プライスキャップ制プライスキャップ制
料金等に

関する制度

なし株式会社ではないなし

・航空法改正により、
ｵﾗﾝﾀﾞ政府による50%
以上の株式保有義務
あり

・会社の定款により株
式譲渡制限あり。ｱﾑｽ
ﾃﾙﾀﾞﾑ市の反対のた
め定款変更できず
(4/5必要)

・少なくとも2011年ま

では州及び市は保有
株式を売却しない予
定

・連邦政府は07年3月

までに持分株式を売
却予定

仏政府による50％

以上の株式保有義
務あり

なし

・一の主体による株
式保有を15%に制
限（2004年廃止）

・英国政府が黄金
株を保有（2003年

消却）

資本に
関する制度

未上場株式会社ではない
未上場

(03年8月株式公開の

方針を表明）

未上場

（06年6月株式公開の

ため航空法を改正）

2001年上場2006年上場
1987年上場

2006年上場廃止
上場の有無

国(100%)株式会社ではない
香港行政当局

(100%)

ｵﾗﾝﾀﾞ政府(75.8%)
ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ市(21.8%)

ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ市(2.4%)

ﾍｯｾﾝ州(31.65%)
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ市(20.12%)
ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞ航空(9.99%)
ﾄﾞｲﾂ連邦政府(6.6%)

ﾌﾗﾝｽ政府(68.3%)ﾌｪﾛﾋﾞｱﾙ等

(93.28%)主要株主

国（国土交通省）が
基本計画を作成

不明
空港運営主体が
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成

国が白書を作成
国（連邦政府）が

空港ｺﾝｾﾌﾟﾄを作成
空港運営主体が
投資計画を作成

国（運輸省）が
白書を作成

基本計画等
に関する制度

成田国際空港

株式会社

成田⑧

日本

The Civil Aviation 
Authority of 
Singapore

ﾁｬﾝｷﾞ⑥

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

Airport Authority
Hong Kong

香港⑤

中国

空港

運営主体
ｽｷﾎﾟｰﾙﾌﾗﾎﾟｰﾄﾊﾟﾘ空港公団BAA

ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ④ﾌﾗﾎﾟｰﾄ③ｼｬﾙﾙ・ド･ｺﾞｰﾙ②ﾋｰｽﾛｰ①空港名

ｵﾗﾝﾀﾞﾄﾞｲﾂﾌﾗﾝｽ英国国名

※空港名の欄の数字は、04年国際線旅客数ランキング。 ※各空港運営主体のＨＰ等に基づき、航空局にて作成。

世界の主要国際空港に関する制度
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監視＋報告書公表制

（2002年まではプライス

キャップ制）

料金値上げ率の上限
認可制

空港運営主体と利用者とが
合意できない場合のみ、規
制当局が価格を決定。

着陸料：差別的である等、
航空会社から不服があっ
た場合は、連邦航空局が
調査し、改善を勧告

旅客施設使用料：認可制

届出制
ﾌﾟﾗｲｽｷｬｯﾌﾟの枠内
で、規制当局が価格
を決定

料金等に
関する制度

・外国資本による株式保
有を制限（49％以下）

・航空会社による5%以

上の株式保有を制限

・豪州内の主要空港間
の15%以上の株式持合

を制限

なし

なし

政府以外の者については、
一の主体による株式保有を
10%に制限（2004年廃止）

空港等のｲﾝﾌﾗを外国資本
が購入しようとする場合は
財務省の承認が必要

・法令上定款で定めれ
ば外国資本による株式
の保有を制限可能

・一の主体による15％

以上の株式保有を制限

（公企業民営化法）

・ﾀｲ政府による株式
保有義務あり

・外資については、
一の主体による５％
以上の株式保有を
制限

資本に
関する制度

未上場
1997年上場

2000年上場廃止
1994年上場株式会社ではない未上場2004年上場上場の有無

ﾏｯｺｰﾘｰ(64%)
ﾌｪﾛﾋﾞｱﾙ(21%)

ﾎｯﾁｴﾌ空港建設(10%)
ｵﾝﾀﾘｵ年金基金(5%)

ﾚｵﾅﾙﾄﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ(51%)
ﾏｯｺｰﾘｰ(45%)

ﾏｯｺｰﾘｰ(53.4%)
ﾃﾞﾝﾏｰｸ政府(39.2%)
外国投資家(5.5%)
国内投資家(1.9%)

株式会社ではない韓国政府(100%)ﾀｲ政府(70%)主要株主

空港運営主体が
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成

空港運営主体が
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成

空港運営主体が
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成

国（連邦航空局）が国家
空港総合整備計画を作成

国（建設交通部）が
空港開発中長期総合

計画を作成

空港運営主体が
ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝを作成

基本計画等
に関する制度

Sydney Airports 
Corporation Ltd

ｼﾄﾞﾆｰ

豪州

ﾛｰﾏ空港株式会社

ﾌｨｳﾐﾁｰﾉ

ｲﾀﾘｱ

空港

運営主体
Copenhagen Airports A/SNew York & New Jersey 

Port Authority仁川国際空港公社
Airports of Thailand 

Public Co Ltd

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ⑱JFK⑰仁川⑩ﾊﾞﾝｺｸ⑨空港名

ﾃﾞﾝﾏｰｸ米国韓国ﾀｲ国名

※空港名の欄の数字は、04年国際線旅客数ランキング。 ※各空港運営主体のＨＰ等に基づき、航空局にて作成。

世界の主要国際空港に関する制度
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＜２００６年２月＞
・２月８日、スペイン企業フェロビアル社（インフラ建設運営会社）がＢＡＡの買収を検討している旨を公表。
・これを受けてＢＡＡの株価は１８％上昇し、１株６.３７ポンド（約１２４０円）から７.７ポンド（約１５００円）となり、株式時価
総額は６８億ポンド（約１兆３６００円）から８０億ポンド（約１兆６０００億円）となった。

＜２００６年４月＞
・４月２０日、フェロビアル社を中心とするコンソーシアムが１株８.１ポンド（約１７１０円）による株式公開買付（ＴＯＢ）開始。

＜２００６年５月＞
・５月３日（ＴＯＢ開始後１３日目）、ＢＡＡの取締役会がＴＯＢに反対である旨を株主に通知。

＜２００６年６月＞
・６月６日（ＴＯＢ開始後４７日目）、コンソーシアムが１株９.５０２５ポンド(約２０００円)（株式価値では約１０１億ポンド（約２
兆１３００億円））にＴＯＢ条件を変更し、同日、ＢＡＡも受け入れを表明し、株主に対してＴＯＢに賛成である旨を通知。
・６月２６日（ＴＯＢ開始後６７日目。６月６日の両者合意を受けて監督機関が期限延長）、コンソーシアムがＢＡＡ株式総数の８３.３
７％を取得し、ＴＯＢ成立。

＜２００６年７月＞ ＜２００６年８月＞
・７月２４日、コンソーシアムはＢＡＡ株式総数の約９３％を取得。 ・８月１５日、ＢＡＡ上場廃止。

フェロビアルによるＢＡＡ買収の経緯

・フェロビアル(64％)、Caisse de depot et placement du Quebec(26％)、
The Government of Singapore Investment Corporation (10％)で構成

・ 資金調達の内訳は、株主資本が約４０億ポンド（約８８４０億円）、銀行
からの借入等が約６７億ポンド（約１兆４７４０億円）

コンソーシアムの概要

英国政府との関係

フェロビアル社は、以下の事項を英国政府に対して表明。

１．買収後も安全を最優先、雇用の維持、航空会社や旅客のサービス向上に努力

２．ＢＡＡを長期的に保有

３．英国の白書に記載された方針に沿って英国内の空港容量拡充に努力

４．ＢＡＡの英国内７空港を一体として保有 等

英国のＴＯＢ（株式公開買付）制度

・ＴＯＢ開始後６０日以内に５０％超の応募を集める必要

・ＴＯＢ対象会社の取締役会は、ＴＯＢ開始後１４日以内にＴＯＢに対する賛否
を株主に対して表明。

・ＴＯＢ条件の変更は可能。

ＢＡＡの株価の推移

上場廃止

買収関連の動きが生じる直前の株価

25



Macquarie Airports の概要

オーストラリアを主要拠点とする空港投資ファンド。
投資家から集めた資金を元手に空港運営主体に出資し、空港の業務改善やキャピタルマネジメントを行う。投資
した空港運営主体の株式配当等から利益を得ている。
投資ファンドとしては珍しく、Macquarie Airports 自体も株式上場している。
シドニー空港（豪）、コペンハーゲン空港（デンマーク）、ブリュッセル空港（ベルギー)、ローマ空港（伊）、
ブリストル空港（英）、バーミングハム空港（英）に出資している。
競争が比較的少なく長期的に安定したキャッシュフローが見込めるため、近年、年金資金の流入などを背景にイ
ンフラ投資ファンドが増加する傾向にある。ポートフォリオ多様化ニーズ、投資対象の希少性を背景に、こうし
たファンドからの空港セクターへの需要が高まりを見せている。

１０５億円２２６億円８９０万人１５．５％バーミングハム

２７５億円６１３億円３,０７０万人３４．２％ローマ

２８１億円５１１億円２,０００万人５３．４％コペンハーゲン

６０億円１００億円５２０万人３２．１％ブリストル

２２５億円４５２億円１,６２０万人５２．０％ブリュッセル

４２１億円５２６億円２,８３０万人５５．８％シドニー

ＥＢＩＴＤＡ総収入利用客数保有率空港名

※ＥＢＩＴＤＡ（Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization）＝税引前当期純利益 ＋ 支払利息 ＋ 減価償却費

※１￡＝２０４．６６円 １€＝１３９．２２円 １ＤＤＫ＝１８．６７円 １ＡＵＤ＝８４．９３円26



３ 我が国における他事業の例
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主な政府事業の民営化とその事業運営に係る制度
電源開発 国際石油開発 東日本高速道路 空港会社

本州３社 ３島・貨物 （J-POWER) （INPEX) （NEXCO東日本） (NAA等）

民営化 民営化 完全民営化 完全民営化の方向 完全民営化
石油公団を廃止
し、保有資産を売
却。

民営化
機構から道路資産
を買い取った後、
早期に上場。

民営化
平成29年４月まで
に郵貯・簡保の全
株式を売却。
郵便は上場せず。

完全民営化の方向

平成５年10月東

平成８年10月西

平成９年10月東海

国　　：53.4％ 国　：29％

東京都：46.6％ 黄金株１株

×

平成13年12月～

事業範囲 法令に列挙 法令に列挙 ー 法令に列挙 ー × ー ー 法令に列挙 法令に列挙 法令に列挙

代表取締役選任 認可 認可 ー 認可 ー 認可 ー ー 認可 認可 認可

事業計画 認可 認可 ー 認可 ー 届出 ー ー 認可 認可 認可

重要財産の譲渡 認可 認可 ー 認可 ー 認可 ー ー 認可 × 認可

定款変更 認可 認可 ー 認可 ー 認可 ー ー 認可 認可 認可

剰余金処分 認可 認可 ー 認可 ー 認可 ー ー 認可 認可 認可

株式保有義務 1/3 1/3 ー × ー × ー ー × ×
成田・中部：×

関空：1/2

外資規制 1/3 × ー × ー × ー ー × × ×

○ ○ ○ ○ ○ △(※１） ○ ○ △（※２）

電気通信事業法 たばこ事業法 航空法 鉄道事業法 電気事業法 鉱業法 道路整備特別措置法等 郵便法等 航空法

外資規制 × × × × 1/3 × ×
原則として、日本国
民又は日本国法人 × × ×

(外為法による出資規制) （事前） （事後） （事前） （事前） （事前） （事前） （事前） （事前） （事後） （事後） （事後）

利用者：約款の届
出＋変更命令

国内：届出
一般電気事業：約
款の認可

鉱業権は物権

事業者：約款の認可 国際：認可
卸事業：届出＋変
更命令

ユニバーサル基金

参入　：登録 参入　：許可 参入　：許可 参入：許可 参入　：許可 参入　：許可
参入：鉱業権設定
の許可 設置　：許可

休廃止：届出 休廃止：許可 休廃止：届出 廃止：届出 休廃止：届出 休廃止：許可 休止：認可 休廃止：許可

電電公社 専売公社 JAL 営団 電源開発 国際石油開発 道路公団等 郵政公社 成田：空港公団

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○

許可制

昭和60年４月 昭和60年４月 昭和62年４月 昭和62年11月
成田：平成16年４月
関空・中部：設立当初
から株式会社

平成16年４月

料金規制 上限認可認可 上限認可 届出＋変更命令
＜郵便事業＞

届出（一部認可）
＋変更命令

設立当初より商法に
基づく一般会社で石

油公団が出資
民営化の時期

○

鉄道事業法
事業法等

事
業
法
等
に
よ
る
規
制

××

設
立
根
拠
法
に
よ
る
規
制

政府方針

上場時期

現在の政府保有比率

設立根拠法 ○ ○

（※２）空港運営事業全般について規制した法律はない。航空法の規制は、①飛行場の設置及び休廃止、②使用料金の届出及び変更命令のみ。

事業参入等

（注）JR本州３社、JAL、J-POWER、INPEXの事業範囲、取締役選任、重要財産譲渡、定款変更、剰余金処分については、会社法（旧商法）の規定により、株主総会決議等が必要。

○

（※１）鉱業法の射程距離は日本国内のみであり、海外で採掘等を行う場合は当該国の法令に従う必要がある。なお、現在、INPEXは日本国内で採掘等をしていない。

旧組織

旧組織の設立根拠法

（注）「○」は「あり」、「×」は「なし」を意味する。

高速道路の建設、
料金徴収：許可

郵便事業は法律に
基づき独占

国：100％
成田：国100％
関空：国66％自治体22％
中部：国40％自治体10％

国鉄

× ○ ○○○

鉱区税、登録免許
税を支払う必要あ
り

○

昭和62年２月 平成６年10月

国等：100％国：46.7％ 国：50.1％ 機構：０％ 機構：100％ 国：０％ 国：０％

JTNTT

完全民営化

JR
日本郵政JAL 東京地下鉄

未上場 未上場
昭和62年度中に

全ての政府保有株
売却

平成16年10月

平成19年10月平成17年10月平成15年10月

未上場未上場未上場平成16年11月

○
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我が国における資本に関する制度①

我が国における資本に関する制度として、適切な事業運営を確保するための制度（特殊法人の設立
根拠法、事業法等）において、事業の公共性や国家主権等の観点から、事業運営主体の資本に関す
る制度が設けられている場合がある。

ＮＴＴ ＪＴ 日本郵政 高速道路

政府保有義務 ３分の１
設立時株式数の２分の１
発行済株式数の３分の１

３分の１（日本郵政は郵便事
業会社・郵便局会社の全株式
保有義務あり）

３分の１

特定投資家に対する
規制

外資３分の１未満 なし なし なし

日本電信電話株式会社等に関
する法律

日本たばこ産業株式会社法 日本郵政株式会社法 高速道路株式会社法

電気通信事業法 たばこ事業法 郵便法　等 道路整備特別措置法　等

（政府保有規制）
公共的役割の重要性に鑑み、会社に
対する政府の実効的支配を確保する
ことを目的。1/3以上の保有により、
定款変更等の特別決議を防ぐことが
でき、実効的支配は可能。

（特定投資家規制）
全国通信ネットワークは、インフラ
として今後の社会経済の発展に重要
な役割を果たすと共に、警察通信、
防衛通信等の国の基本的機能に関わ
る通信の確保を通じて国民の生命等
の安全確保に貢献することが期待さ
れており、高度の公共性を鑑み外資
規制を設けるもの。

（政府保有規制）
たばこ産業の健全な経営を図るとい
う会社設立の目的に沿った事業運営
を担保するため。（JT法提出当時
（昭和59年）は、たばこ需要の停
滞、外国巨大資本との競争といった
状況があり、2/3の政府保有義務規定
があったところ。）

（政府保有規制）
郵便局ネットワークの確保、郵便の
ユニバーサルサービスという公共的
な役割を果たしながら、郵政４機能
がそれぞれの市場に吸収統合され、
市場原理の基で自立することを実現
するため。

（政府保有規制）
政府が一定割合を保有することでそ
の関与を明確にすることにより、信
用力を確保し経営の安定化を図る必
要がある。

資本規制の理由

業種

資
本
規
制

資本規制に係る根拠法

事業規制等に係る根拠法

に
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我が国における資本に関する制度②

関空会社 航空会社 放送会社 証券取引所

政府保有義務 ２分の１ なし なし なし

特定投資家に対する
規制

なし 外資３分の１未満 外資５分の１未満

・何人も20/100以上は不可
（取引所、取引所持株会社等
を除く）
・5/100超を保有する者は届出
をしなければならない

関西国際空港株式会社法

航空法
使用料金の届出＋改善命令
飛行場設置等の許可　のみ

（政府保有規制）
同空港の機能（公共性）の維持等そ
の適切な業務運営を図るため、①こ
の空港の建設が大規模な事業であ
り、かつ、会社設立から開港までに
長期間を要するものであることか
ら、その経済的基盤を確固たるもの
にする企業助成の方法としては、資
金を直接に供給する必要があるこ
と、②国として資本参加の政策意
思、即ち出資者としての会社に対す
る責務を明確にすることにより、民
間等からの資本参加を促進し、会社
の設立、業務運営の円滑化を図るこ
とが適切であること等を勘案。

（特定投資家規制）
領空主権の観点から国内航空運送
（カボタージュ）を自国企業に留保
するのが国際的な慣行であること、
国際航空運送事業については、二国
間航空交渉により、航空権益を交換
するのが国際的なルールであること
から、本邦航空会社が、我が国に属
している必要があり、我が国国民が
実質的に所有し、実効的に支配して
いることを要請。

（特定投資家規制）
・放送は、言論・報道機関としての
性格を有し、その社会的影響力が大
きいことに鑑み、厳格な外資規制が
必要。
・諸外国においても５分の１未満と
しているところが多数であること。

（特定投資家規制）
資本市場の重要なインフラであり、
極めて公共性が高く、中立的な立場
が必要。

業種

資
本
規
制

資本規制に係る根拠法

事業規制等に係る根拠法

資本規制の理由

金融商品取引法
（旧 証券取引法）

電波法、放送法航空法

適正

が要請されているため。
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我が国における運輸事業等の事業運営に関する制度①

旅客鉄道事業者 乗合バス事業者 国内旅客船事業者 航空運送事業者 第三種鉄道事業者 自動車道事業者

法令名 鉄道事業法 道路運送法 海上運送法 航空法 鉄道事業法 道路運送法

参入 許可 許可 許可 許可 許可 免許

資本規制 なし なし なし 外資：３分の１ なし なし

事業計画
許可に当たっての

審査対象
許可に当たっての

審査対象
許可に当たっての

審査対象
許可に当たっての

審査対象
許可に当たっての

審査対象
免許に当たっての

審査対象

役員の
欠格事由

あり あり あり あり あり あり

施設整備
工事施行認可、完成検

査、車両確認
検査

(道路運送車両法)
定期検査

（船舶安全法）
運行管理施設等の検査

工事施行認可
完成検査

工事施行認可

料金 上限認可 上限認可 届出＋変更命令
国内：届出＋変更命令
国際：認可

認可 認可

差別的取扱
の禁止規定

料金変更命令の要件 料金変更命令の要件
あり

料金変更命令の要件
料金変更命令の要件 なし あり

事故等の
報告

あり あり 船長（船員法） 原則として機長 あり なし

区分経理 あり なし なし なし あり あり

事業改善
命令等

あり あり あり あり あり あり

受委託
列車の運行管理等につい
ては、許可

許可
船舶の運航委託は、船舶

貸渡業
航空機の運航・整備の管

理については、許可
規定なし 許可

事業の廃止 届出 届出 届出 届出 届出 許可
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我が国における運輸事業等の事業運営に関する制度②

自動車ﾀｰﾐﾅﾙ
事業者

倉庫業者 石油ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ事業者 一般電気事業者 電気通信事業者

法令名 自動車ターミナル法 倉庫業法 石油ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ事業法 電気事業法 電気通信事業法 航空法 空港会社法

参入 許可 登録 許可 許可 登録 なし なし
(中部空港は指定)

資本規制 なし なし なし なし なし なし
成田・中部：なし
関空：1/2以上保有義務

事業計画
許可に当たっての

審査対象
登録に当たって、倉庫の種
類、施設等を申請書に記載

許可に当たっての
審査対象

許可に当たっての
審査対象

登録に当たって、電気通信
設備の概要を申請書に記載

なし 認可

役員の
欠格事由

あり あり あり なし あり なし
なし

（代表取締役等の選解任：
認可）

施設整備
許可に当たって、自動車ﾀｰﾐﾅﾙ
の構造等の基準適合を審査

倉庫の施設等が基準
不適合の場合、登録拒否

工事計画の認可
完成検査

許可に当たり、需給バランスの観
点から、電気工作物の能力を審査

電気通信設備の自己確認
＋技術基準適合命令

飛行場の設置許可
基本計画への
適合義務

料金 届出＋変更命令
倉庫寄託約款の届出

＋変更命令
石油運送規程の認可 供給約款の認可 約款の事前届出＋変更命令

(特定電気通信役務：ﾌﾟﾗｲｽｷｬｯﾌﾟ)
届出＋変更命令 なし

※

差別的取扱の
禁止規定

料金変更命令の要件 あり 石油運送規程の認可の要件 供給約款の認可の要件 あり 料金変更命令の要件 なし

事故等の
報告

なし なし あり なし あり なし なし

区分経理 なし なし
なし

（認可申請の際に事業収支見積書
を提出）

あり
あり

(基礎的電気通信役務、指定電気
通信役務のみ)

なし なし
(財務諸表を届出)

事業改善
命令等

なし（報告徴収のみ） あり あり あり あり なし あり

受委託 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし なし なし

事業の廃止 届出 届出 許可 許可 届出 飛行場の廃止許可 なし
(中部空港は指定取消)

空港会社

※空港会社法に基づく一般的な監督、株主としての国による経営関与が可能。32



４ その他
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(1) 政策指針等関係

34



国の国際拠点空港政策に関する基本的な指針・空港会社の事業に関する基本的な計画のイメージ

国の基本的な指針・空港会社の事業に関する基本的な計画の記載事項のイメージ

＜国の基本的な指針＞

・ 国際拠点空港の果たすべき役割
・ 国際拠点空港の機能・能力のあり方
・ 空港間の役割分担
・ 周辺環境対策のあり方 等

＜空港会社の事業に関する基本的な計画＞

・ 国際拠点空港の整備・維持管理
・ 国際拠点空港のサービス内容
・ 環境面での取組み 等

仕組みのイメージ

国の基本的な指針と空港会社の事業に関する
基本的な計画との整合性を確保

【 国 】
基本的な指針を作成

【 空港会社 】
事業に関する基本的な計画を作成

・国民に対する説明責任
・空港会社の中長期的な将来を見据えた経営
・航空会社、物流事業者等の経営戦略の展開

・空港利用者に対するサービス水準の維持向上・モニタリング
・地元自治体、住民等との協調

・投資リスクの明示

５年～１０年程度の中長期的な計画として作成
社会経済情勢等の変動を踏まえて適宜改定
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(2) 料金関係
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国際拠点空港の各種料金について

協議していない
※

空港内の貨物上屋等を借り受ける対価として、敷地面
積等に応じて支払われるもの。

空港内で営業活動を行う対価として、売上高等に応じ
てﾃﾅﾝﾄごとに支払われるもの。

空港内の駐車場の利用の対価として、車両一台ごとに
駐車時間に応じて支払われるもの。

旅客ﾀｰﾐﾅﾙ施設等の利用の対価として、旅客一人ごとに
航空運賃に加算されて航空会社を経由して支払われる
もの。

搭乗橋の利用の対価として航空機一便ごとに支払われ
るもの。

手荷物取扱施設（預託手荷物の荷捌き施設）の使用の
対価として、航空機の座席数等を勘案して航空機一便
ごとに支払われるもの。

空港内の給油施設を使用する対価として、給油量に応
じて支払われるもの。

航空機の重量を勘案して、空港内での停留時間に応じ
て支払われるもの。

航空機の重量を勘案して、空港への着陸一回ごとに支
払われるもの。

協議している

IATAとの協議

搭乗橋利用料

建物貸付料

構内営業料
テナント等

駐車場料

旅客ｻｰﾋﾞｽ施設使用料(PSFC)

手荷物取扱施設使用料

給油施設使用料

停留料

着陸料

料 金 種 別

旅客

航空会社

料金を支払う者

現行の国際拠点空港の各種料金は、次の表のとおりとなっている。

※手荷物取扱施設使用料、搭乗橋利用料について、成田国際空港では成田国際空港航空会社運営協議会と、中部国際空港ではIATAと、関西国際空港では在日航空会社代表者会議と協
議している。37



着陸料等の決定プロセス

国際空港の着陸料等は、ＩＣＡＯ勧告に従い、空港会社がＩＡＴＡ(International Air Transport 
Association ：国際航空運送協会)との協議により決定。

原則として、着陸料、停留料、給油施設使用料について、空港会社がＩＡＴＡと協議。

昭和２０年、安全、定期的かつ経済的な航空運送を助成し、国
際航空業務に従事する航空会社が互いに協力することを目的とし
て、各国定期国際航空会社を会員として結成された団体。その運
送会議で、国際運賃水準の設定を行っている。

ＩＡＴＡの概要

ICAO’ s Policies on Charges for Airports and Air 
Navigation Services (Doc 9028/7)において、空港運営者は、航
空会社と協議・合意の上で空港使用料を決定すべきであるとされ
ている。また、空港運営者が料金改定について検討する場合は、
少なくとも４ヶ月前に航空会社に対して通知すべきこととされて
いる。

ＩＣＡＯ勧告の概要

平成１７年の成田空港における料金改定スケジュール

＜17年6月1日＞

ＩＡＴＡへの提示料金に

ついて取締役会承認

＜17年6月2日＞

・ＩＡＴＡへの提示料金

・提示料金を公表

＜17年9月16日＞

・料金について合意

・合意内容を公表
（※２）

料金協議
（※１）

＜17年9月21日＞

・取締役会で承認

・国土交通省へ届出

＜17年10月1日＞

・新料金適用開始

※１ 協議の途中経過については、その後の協議に影響を及ぼすとの観点から情報開示は行っていない。

※２ 当該合意の適用期間は平成２０年度末までであるため、適用期間満了前にＩＡＴＡとの協議を開始する必要あり。
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(3) 資本関係
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会社法に基づく主な議決等に要する持分比率

・株主総会の招集（行使前６ヶ月以上保有が必要）

・会計帳簿等の閲覧、謄写の請求

総株主の議決権の

３／１００以上の議決権

・株主総会の目的事項に関する議案の株主総会における提出

・取締役会議事録の閲覧、謄写の請求

・株主代表訴訟提起（行使前６ヶ月以上保有が必要）

１株以上

（特別決議）

・監査役の解任

・定款の変更

・資本の減少

・会社の合併

・事業の譲渡

・会社の解散

株主総会出席株主の議決権の

２／３以上の議決権

(定足数：原則として過半数)

（普通決議）

・取締役の選任、解任

・取締役報酬等の決定

・貸借対照表、損益計算書、剰余金の配当案等の決定

株主総会出席株主の議決権の

１／２以上の議決権

(定足数：原則として過半数)

・株主総会の議案提出権（行使前６ヶ月以上保有が必要）
総株主の議決権の１／１００以上

又は３００個以上の議決権

主な議決等持分比率
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投資ファンドの日本向け資金の動向

日本経済新聞社の調査によれば、投資ファンドが日本企業向けの投資として予定している資金額は約
４兆円。うち、外資系投資ファンドが投資予定金額の約６割を占める。

年金基金や大学基金などの機関投資家が資金を拠出。金融機関も投資ファンド向けの融資に積極的。

投資ファンドの日本における累積投資額は約２兆円とされており、倍以上の投資待機資金があること
となる。

投資ファンドは、通常、投資家から集めた自己資金に加えて、金融機関から自己資金の３～５倍の借
入金を調達して、企業を買収するため、仮に、投資ファンドが自己資金の４倍の借り入れを行った場
合の投資可能総額は20兆円となり、平成18年における日本企業のＭ＆Ａ総額(15兆円)を上回る投資資
金があることとなる。

500ベスター

800ニューホライズンキャピタル

1,010フェニックス・キャピタル

1,200ＲＨＪインターナショナル・ジャパン

1,900カーライル・グループ

2,300テキサス・パシフィック・グループ

5,000ペルミラ

700大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ

1,000モルガン・スタンレー証券

5,000ＣＶＣキャピタル・パートナーズ

投資予定額（単位：億円）主な投資会社

平成19年1月3日付け日経新聞より作成41



(4) 環境対策・地域共生策関係
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○航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償する
ために行う事業（法第５条４号）

（イ）緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡

（ロ）騒音防止工事等を行う者に対する助成

（ハ）住居を移転する者等に対する損失の補償及びその所有する土地の買入れ

（ニ）イからハまでに掲げるもののほか、成田国際空港の周辺における航空機の騒音等
により生ずる障害を防止し、又はその損失を補償するために行う事業（政令で特定）

○周辺における生活環境の改善に資するために行う事業（法第５条５号）

（イ）成田国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる生活環境への影響を
緩和するために必要であると認められる事業（政令で特定）であって成田国際空港の
機能の発揮に資するものを行う者に対し、出えんする事業

（ロ）航空機の騒音等により生ずる障害の防止、周辺地域の整備、生活環境の改善のた
めの事業を行う地方公共団体に対し、交付金を交付する事業（政令で特定）

（ハ）その他生活環境の改善に資するために行う事業（政令で特定）

成田国際空港における環境対策・地域共生策制度の概要

成田空港周辺対策交付金の交付

●成田空港開港（Ｓ５３）以来、空港の周辺の地方公共団体（２県１０市町）に

対して交付。

※これまでの交付金累計総額は約７６２億円

●空港に関連する上下水道、道路の整備等の空港周辺対策の充当財源とし

て交付。

●他の国内空港における航空機燃料譲与税の譲与に相当。離着陸する航

空機の殆どを国際線が占める成田空港において、地方公共団体に譲与さ

れる航空機燃料譲与税の額が空港周辺対策の財源として不十分である

ため、着陸料収入を財源として、国内線が離発着していた場合の譲与に

準じて交付。

業務の範囲

防音堤・防音林等整備

移転補償等

周辺対策交付金・・・（施行令第六条）

騒防法に基づく防音工事への助成

成田空港周辺地域共生財団への出資･･･（施行令第五条）

芝山鉄道・成田高速鉄道アクセスへの出資（施行令第七条）

航空機による電波障害対策、代替地整備等・・・（施行令第四条）

成田空港周辺地域共生財団への出資義務

【財団法人成田空港周辺地域共生財団】の概要

設立月日：平成９年７月２８日

基本財産： ６億円

［千葉県及び市町(３億円)、ＮＡＡ(３億円)］

運用財産：１００億円

［千葉県及び市町(５０億円)、ＮＡＡ(５０億円)］

法律（騒防法等）の枠組みを越え、よりきめ細やかな騒音対策、周辺対策

等の事業を実施することで、空港と周辺地域との共生の実現を図ると共に、

成田空港をめぐる地域社会相互の理解と一体感を深め、周辺地域の発展

に寄与することを目的に設立。

【主な事業内容】
●民家防音工事助成事業・・・既助成者への再助成、騒防法第１種隣接区域

への助成等
●騒音測定事業･･･自治体や会社による騒音測定結果の一元管理・情報公

開、調査研究等
●騒音対策周辺事業･･･航空機騒音健康影響調査等

☆さらに、これらを担保するため、同じ法律において、会社はその事業
の実施にあたり常に成田国際空港の周辺における生活環境の改
善に配慮するとともに、上記環境対策等の事業を適切かつ確実に
営まなければならないとして「生活環境の改善に対する配慮等」が
義務づけられている。
なお、同法により国は、会社が環境対策に係る事業を円滑に実施
することができるよう配慮するものとされている。

☆成田国際空港株式会社は、法律（成田国際空港株式会社法）におい

て、その事業の範囲を明記されているが、環境対策等の事業として

は次のとおりの事業を営むものとされている。
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